


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

 

 

団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年（2025 年）には、滋賀県の 65 歳以

上の方の割合は 27.5%と増加し、リハビリテーションを必要とする人の増加が

見込まれています。また、これまで、リハビリテーションは、運動機能の回復

を目指すものとされてきましたが、“活動”や“参加”も見据えた「地域社会

における役割の回復」を目指す総合的なリハビリテーションの提供が求められ

るようになってきました。今回、策定いたしました滋賀県リハビリテーション

推進計画は、こうした課題を踏まえ、地域包括ケアシステム構築の一翼を担う

リハビリテーション推進体制を整備することであり、これらの基本的方向とし

て策定したものです。 

 リハビリテーションは、乳幼児から高齢者まで、すべてのライフステージの

方々が対象であり、どのような健康状態にあっても、できる限り自立した日常

生活を送り、地域社会へ参加できることを目指したものです。 

 そのため本計画では、乳幼児期・学童期には、保育園や学校などの”通いの

場”、成人期には”働く場”、高齢期には地域の自主グループなど”集いの場”

に県民が生涯にわたって参加できるよう、身近な地域において急性期・回復

期・維持期の全てのリハビリテーションや職業・教育・予防等、様々な分野に

おいてリハビリテーションの支援を受けることができる環境を整えていくこ

ととしております。 

障害のある人や高齢者、その家族等が住み慣れた場所で安心して自立した日

常生活を送り、地域社会に参加し、望む生活を送ることができる社会の実現を

目指してまいりたいと考えております。 

 

 

 

平成 27 年 3 月 

 

 

滋賀県健康医療福祉部長 多胡 豊章 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨                                   

○リハビリテーションは、日常生活や地域社会における制限や制約を最小限にし、誰もが住み慣

れた土地で生活を続けられることを支援することです。世界保健機関（WHO）は、リハビリテ

ーションは能力低下の改善のみでなく、高齢者や障害のある人の社会参加の達成をも目指すも

のと定義しています。そのため、リハビリテーションの対象は、小児期から高齢期のあらゆる

ライフステージ、予防期や急性期、回復期、維持期のすべての病期にある方々となり、保健・

医療・福祉・教育・職業・社会等の分野の取り組みとあわせて総合的なリハビリテーションの

対策が求められています。 

○本県では、平成 17 年に「滋賀県リハビリテーション連携指針」（以下、「連携指針」という。）

を策定、平成 23 年度に改訂し、県全体のリハビリテーション事業のネットワークや体制を構

築するため、関係機関・施設、関係者が協働して取り組みを進めてきました。 

○あわせて、平成 18 年度に設置したリハビリテーションセンターでは県域のリハビリテーショ

ンの総合的な発展を目的に、先駆的なリハビリテーションの実践、人材育成を包括的に進める

とともに、地域リハビリテーションを推進するため、市町・保健所の取り組みを支援してきま

した。 

○また、地域への取り組みを推進するため、圏域ごとに地域リハビリテーション広域支援センタ

ーを整備しました。その後、より身近な支援体制の構築を目指して、市町単位の在宅リハステ

ーションにその役割を移管する整備を進めてきました。 

○しかし、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年（2025 年）には、滋賀県の 65 歳以上の

高齢者の割合は 27.5%となり、リハビリテーションを必要とする人の増加がさらに見込まれる

ことから、主体となる市町を支援するためのリハビリテーション推進体制を改めて整備する必

要性があると認識しました。 

○このため、中長期的な方向性を持ちながら、地域リハビリテーションを推進するとともに、医

療機関における病態・疾患の特質に応じた専門的なリハビリテーションの推進について、具体

的に取り組みを進める必要があることから、「滋賀県リハビリテーション推進計画」を策定しま

す。 

２ 計画の位置付け                                   

○滋賀県保健医療計画（平成 25 年～29 年）のリハビリテーション分野の実施計画とします。 

○連携指針、「地域リハビリテーションの中核を担う人材養成基本計画（以下、「人材養成基本計

画」という。）」（H25）と整合性を図ります。 

３ 計画の期間                                     

○平成 27 年から平成 29 年度までの 3 年間とします。 

○以後、滋賀県保健医療計画の改訂に合わせて改訂し、平成 37 年（2025 年）に向けて取り組

みを進めます。 
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第２章 リハビリテーションを取り巻く状況 

 

1 人口の推移・高齢化の状況                             

日本の総人口は、総務省統計局の資料によると平成 25 年（2013 年）9 月の時点で１億 2726

万人となっており、日本の総人口は減少に転じています。 

一方で、65 歳以上の高齢者人口については今後も増加することが見込まれ、国立社会保障・

人口問題研究所の推計（2012 年 9 月推計）によると、65 歳以上人口は今後も増加傾向が続き、

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）には、高齢者人口は約 3,600 万人を超

えると見込まれており、高齢化率は 30.3％まで上昇すると推計されています。（表 2-1）。 

 

表 2-1 我が国の 65 歳以上人口の推移 

 

 

2 滋賀県の人口の推移・高齢化の状況                          

本県の人口は、平成 27 年（2015 年）をピークに減少に転じます。国立社会保障・人口問題

研究所の調べでは、平成 37 年（2025 年）の本県の人口は約 139.8 万人と推計されており、

平成 22 年（2010 年）の人口と比較し、約 1.2 万人（0.9％）減少することが見込まれていま

す。 

また、平成 37 年（2025 年）の 65 歳以上の高齢者人口は、平成 27 年（2015 年）よりも

約 11.9％増加し、38.5 万人に達します。高齢化率は 27.5％に達すると見込まれています。一

方、生産年齢人口（15 歳～64 歳人口）は 83.6 万人まで減少し、平成 22 年（2010 年）と比

較しても約 7 万人減少することになります（表 2-2、図 2-1、表 2-3、図 2-2）。 
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表 2-2  滋賀県の年齢（3 区分）別人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

図 2-1  滋賀県の年齢（3 区分）別人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成 22 年（2010 年）まで） 

推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 平成 25（2013）年 3 月推計」 

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成 22 年（2010 年）まで） 

推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 平成 25（2013）年 3 月推計」 
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表 2-3 滋賀県の年齢（3 区分）別人口割合の推移と人口 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 滋賀県の年齢（3 区分）別人口割合の推移と人口 

 

  

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成 22 年（2010 年）まで）（政府統計の総合窓口 e-Stat） 

推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 平成 25（2013）年 3 月推計」 

                                http://www.jpass.go.jp/ 

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成 22 年（2010 年）まで）（政府統計の総合窓口 e-Stat） 

推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 平成 25（2013）年 3 月推計」 

                                http://www.jpass.go.jp/ 
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３ 疾病ごとの患者数の動向                               

 これまで医学的リハビリテーションは、脳血管障害や骨・関節および運動器の疾患などを主な

対象としてきました。今後は、前述した超高齢社会の到来に伴い、さらに対象となる疾患の方が

大幅に増加するものと考えられます。 

 図 2-3 では、死因別でみた死亡率の推移を示しています。今後の疾病構造の変化や医学的リハ

ビリテーションの技術の進歩に伴い、これまで以上に医学的リハビリテーションの対象病態や疾

患が拡大されると考えられます。 

 ここでは、平成 37 年（2025 年）における代表的な疾病について、その患者数について推計

しています。 

  

図 2-3 死因でみた死亡率の推移 

 

● がん （悪性新生物、肉腫、白血病、悪性リンパ腫など）                

国立がん研究センターがん対策情報センターのがん・統計白書 2012－データに基づく 「が

ん対策のために（篠原出版新社）」によると、平成 22 年（2010 年）から平成 41 年（2029

年）の年平均の罹患数は、約 93 万人（男性 532,500 人、女性 392,700 人）と報告されて

います。 

 本県の人口比率から推計すると、年間およそ９,300 人のがん患者が発生しているものと考えら

れます。 

 

● 脳卒中                                       

滋賀脳卒中データベースでは、本県の脳卒中診療医療機関で平成 23 年（2011 年）に脳卒中

発症として登録した症例は 2,738 例で、人口 10 万人当たりの発症率は男性が 210.3 人、女性
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が 177.3 人と報告しています。 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計を基にした報告によると、平成 37 年（2025 年）

の脳卒中発症期待値予測で全国の脳卒中患者が 33 万人に上ると報告（鈴木一夫,「まだまだ増え

る脳卒中患者」，綜合臨 58,194-198）しており、本県においても年間 3,000 人を超える発症

者があるものと推計されます。 

 

● 循環器疾患（心筋梗塞など）                             

厚生労働省が実施している「患者調査」で、平成 23 年（2011 年）の調査によると、心疾患

（心筋梗塞や狭心症）の総患者数（継続的な治療を受けていると推測される患者数）は、161.1

万人としています。また、循環器病の全国推計入院患者数は、58.1 万人と報告されており、本県

においても継続的な医療を受けている患者数は 1.6 万人と推計されます。 

 

● 呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患等）                          

厚生労働省の統計によると平成 24 年（2012 年）の慢性閉塞性肺疾患（COPD）による死亡

者数は 16,402 人とされています。診断率が低いために、患者数が多いにも関わらず死因に計上

されない状況にあります。 

治療を受けている患者数は日本で 22 万人とされ、実際の患者全体の 20～30 分の１しか治

療を受けていないとされています。実際には、推定で 530～700 万人の患者がいるとも考えら

れています。 

 現在、本県においても約 5～7 万人程度の患者がいるものと推計され、実際に治療を受ける患

者は 2,200 人程度いるものと思われます。 

 日本政策投資銀行が調べた将来推計入院患者数平成 23 年（2011 年）では、平成 22 年（2010

年）の約 8 万人の呼吸器疾患患者(COPD)が、平成 37 年（2025 年）には 1.5 倍の約 12 万人

に増加すると推計されており、これらを踏まえると、本県においても患者数は 7.5 万人～10.5

万人に増加し、治療を受ける患者数は約 3,300 人にまで増加するものと考えられます。 

また、これからの超高齢社会を迎えるにあたっては、肺炎(誤嚥性肺炎)の増加も見込まれます。 

 

● 認知症                                       

厚生労働省の推計では、認知症高齢者数を平成 22 年（2010 年）で約 440 万人と推計して

います。（介護保険制度を利用している自立度Ⅱ以上の方が約 280 万人、自立度Ⅰまたは介護保

険を利用していない方が約 160 万人。） 

 また、平成 27 年 1 月に公表された「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」

では、平成 37 年（2025 年）は約 730 万人になるとされています（表 2-４）。 

 本県の認知症高齢者は全国推計を基に算出すると、平成 22 年（2010 年）約 4.4 万人、平成

27 年（2015 年）約 5.5 万人（26.5％増）、平成 32 年（2020 年）には約 6.6 万人（51.8％

増）と推計されます。また、平成 37 年（2025 年）の認知症高齢者数については約 7.8 万人に

上ると推計されます。 

加えて、厚生労働省が実施した「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究」では、
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主にリハビリテーションの対象となる若年性認知症患者数は、18 歳から 64 歳人口における人

口 10 万人あたり 47.6 人と報告しています（若年性認知症：65 歳未満で発症する認知症）。ま

た、平成 21 年（2009 年）の国の調査では、全国に３.８万人と推計されており、本県でも約

430 人と推計され、働き盛り世代で発症することが多いため、家族の介護負担だけでなく経済的

負担なども大きくなるとされ包括的な支援を必要とします。 

 

表 2-４ 認知症高齢者の将来推計 

 

  

 

● 高次脳機能障害                                     

高次脳機能障害者については、厚生労働省の研究事業において調査が行われており、本県にお

いてもリハビリテーションにより社会復帰が期待される障害程度の高次脳機能障害者は推計で

680 人程度いるとされ、毎年約 30 人増加していくと考えられます。 

 今後も患者数が減少する事は予想しがたく平成 37 年（2025 年）には県内に約 1,000 人の

患者がいると考えられます（表 2-５）。 

 

表 2-５ 高次脳機能障害者数 

対象者層 結果 

6 歳～69 歳でリハビリテーションの対

象となるような方 

※（軽症者・重症者を除く） 

人口 10 万人に毎年 2 ．3 人の高次脳機能障害者が発

生し、全国で 2,884 人と推計。全国でリハビリテーシ

ョンが必要な高次脳機能障害者は 68,048 人と算出 

高次脳機能障害者に対する地域支援のネットワーク構築に関す研究 平成 20 年度 総括・分担研究報告書より 

（厚生労働省科学研究費補助金こころの健康科学研究事業） 

 

● 神経難病                                      

特定疾患医療受給者証の交付件数は、年々増加傾向にあります（図 2-4）。その中で、神経難

病とは神経の病気の中で、はっきりした原因や治療法がないものをいいます。具体的には運動ニ

ューロン病（筋萎縮性側索硬化症、脊髄性筋萎縮症など）、脊髄小脳変性症（脊髄小脳萎縮症、他

系統萎縮症など）、多発性硬化症、重症筋無力症、パーキンソン病、進行性核上性麻痺などがあり

ます。（日本神経学会ホームページより） 

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」 

（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値 
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図 2-４ 本県の特定疾患医療受給者証交付件数（人） 

 

● 骨・関節および運動器の疾患（外傷）                         

 股関節骨折をはじめとする骨折は、高齢者の要介護の大きな原因の 1 つであり、その直接の受

傷起点としては転倒が最も多く、およそ 80%を占めています。（日本整形外科学会骨粗鬆症委員

会報告-平成 10 年股関節骨折の発生頻度調査-日整会誌 2000; 74: 373-377.） 

大腿骨頸部/転子部骨折については、将来発生数の予測（大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドラ

イン,編集；日本整形外科学会診療ガイドライン委員会,大腿骨頚部／転子部骨折ガイドライン策定

委員会,厚生労働省医療技術評価総合研究事業「大腿骨頚部骨折の診療ガイドライン作成」班）が

示されており、平成 22 年（2010 年）には約 18 万人、平成 32 年（2020 年）には約 25 万

人、平成 42 年（2030 年）には約 30 万人、平成 54 年（2042 年）には約 32 万人の大腿骨

頚部/転子部骨折が発生すると推計されています。今後、患者数が急増するものと思われます。 

本県においても、平成 37 年（2025 年）には年間 2,500 人から 3,000 人の受傷者が発生す

るものと考えられます。 

 

● 脊髄損傷                                      

現在、日本には脊髄損傷者が 10 万人以上いると考えられ、毎年 5,000 人以上の新たな脊髄損

傷患者が発生していると報告されます。（全国労災病院脊髄損傷データベースなど） 

最近では高齢による頸椎変形が原因で、軽微な刺激で引き起こる「非骨傷性頚髄損傷」が増加

傾向にあること、また、「非骨傷性頚髄損傷」で「中心性頚髄損傷」（頚髄の中心部分が損傷して

いる状態）が増加していることが報告されています。 

平成 37 年（2025 年）に向けた動向を報告したものはありませんが、今後、高齢者が増加す

る中で全国の動向同様、高齢者の頸髄損傷、中心性頸髄損傷者の増加が見込まれます（図 2-５、

図 2-６）。 

5,863
6,214

6,619
7,043

7,462
8,016 8,198

8,592
9,057

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3



 

- 9 - 
 

 

図 2-５ 年度別の年齢ごとの脊髄損傷受傷者数割合 

独立行政法人 労働者健康福祉機構吉備高原医療リハビリテーションセンター脊損データベースより 

 

 

 

図 2-6 平成 21 年度（2009 年度）年齢帯別の脊髄損傷受傷者割合 

独立行政法人 労働者健康福祉機構吉備高原医療リハビリテーションセンター脊損データベースより 

 

平成 21 年度（2009 年度）に滋賀県立リハビリテーションセンターが実施した実態調査では、

脊髄損傷と診断され県内の急性期病院に入院した脊髄損傷者の数は、軽症も含め 110 名でした。 

 この年、滋賀県の人口は 140.2 万人であったため、人口 100 万人あたりの脊髄損傷者の数は

78.5 人となります。 
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 これは平成 7 年（1995 年）「日本における脊髄損傷疫学調査」で報告されている 40 人（調

査は平成 5 年）と比較すると、増加傾向にあると推測されます。 

 先の脊損データベースでは、61 歳以上の高齢者患者の割合は年々上昇し、平成 21 年（2009

年）では患者数の 4 割を占める結果となっています。また、滋賀県立リハビリテーションセンタ

ーが行った調査においても５3％が 65 歳以上の高齢者であり、半数以上を占めていました。 

 

４ 介護保険の状況                                   

今後、病院における入院期間の短縮や介護保険におけるリハビリテーションサービスの適切な

導入、また高齢者の増加、それに伴う患者数の増加など介護保険の領域でリハビリテーションの

必要性は高まることが推測されます。 

本県の平成 26 年度（2014 年度）の介護保険の要介護(要支援)認定者数は 57,300 人となっ

ています（表 2-６、図 2-7）。 

 介護保険の居宅サービスにおけるリハビリテーションの利用者利用率は、平成 25 年度（201

３年度）において訪問リハに通所リハを加えても 14.2％にとどまっています。（表 2-７）。訪問

リハビリテーション利用者数は 1,191 人、通所リハビリテーションの利用者数は 4,213 人とな

っています。 

 今後、本県において平成 37 年度（2025 年度）の介護保険要介護認定者数は約 8.2 万人にの

ぼり、多くの方がリハビリテーションの対象になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

滋 賀 県 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３２年度 平成３７年度

総 数 57,300 60,147 62,700 65,528 72,670 81,709

第１号被保険者(人) 55,935 58,821 61,365 64,153 71,233 80,286

認 定 率 （ 第 1 号 ） 17.2% 17.4% 17.8% 18.3% 19.6% 21.6%

第２号被保険者(人) 1,365 1,326 1,335 1,375 1,437 1,423

注：市町介護保険事業計画（中間とりまとめ暫定値）

表 2-6 今後の要介護（要支援）認定者数と認定率の推計 
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図 2-7 今後の要介護（要支援）認定者数と認定率の推計 

 

 

表 2-７ 滋賀県の介護保険サービス利用者数－サービス毎の平成 20 年度と 25 年度の比較－ 

区分 H20 年度（実人数） H25 年度（実人数） 増加率 H25 利用率 

訪問介護 9,639 11,278 117.0% 29.7% 
訪問入浴 1,089 1,052 96.6% 2.8% 
訪問看護 3,311 4,170 125.9% 11.0% 

訪問リハビリ 912 1,191 130.6% 3.1% 
通所介護 15,398 19,232 124.9% 50.7% 

通所リハビリ 3,481 4,213 121.0% 11.1% 
福祉用具貸与 12,727 18,965 149.0% 50.0% 
居宅療養管理 2,102 2,886 137.3% 7.6% 

短期入所 4,634 5,217 112.6% 13.8% 
特定施設 515 810 157.3% 2.1% 

認知症対応型 1,036 1,516 146.3% 4.0% 
認知症短期 11 3 27.3% 0.01% 
認知症通所 1,212 1,286 106.1% 3.4% 

小規模多機能 305 1,009 330.8% 2.7% 
地域密着特養 89 376 422.5% 1.0% 

定期巡回・随時対応型 0 0 - 0.0% 
計 56,461 73,204 129.7% - 

利用人数（実） 28,515 37,924 133.0% - 
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5 市町における介護予防の状況                             

本県の 65 歳以上の高齢者数は 32 万人に上ります。このなかで約 5.4 万人の方が介護保険の

要介護認定を受けています。（表 2-8） 

 これによりこの高齢者の中で約 27 万人は介護を必要としない高齢者と考えられ、今後高齢者

が健康や生活機能を維持することや、健康寿命を延伸することに向けた取り組みをさらに進める

ことが重要とされています。 

 このような中、県内の各市町においては、高齢者ができる限り要介護状態にならずに、生涯に

わたり、生きがいのある生活や自己実現に向けた介護予防に取り組めるように、地域において自

主グループの立ち上げや、介護度の低い方に対する重症化予防に向けた取り組みを進めてきまし

た。 

 平成 37 年（2025 年）の本県における 65 歳以上の高齢者数は、先の資料からおよそ 38.5

万人に上るものと考えられ、前述したとおり高齢化の進展により介護保険の認定者数も増加する

ものとみられます。 

 この予測される超高齢社会の進展に対して、市町で取り組まれる介護予防や、介護保険のサー

ビス利用者の重症化予防、要支援・軽度要介護者の自立支援に向けたマネジメントの取り組みが

有効であると考えられています。 

 

表 2-８ 平成 25 年度滋賀県の介護保険認定者数－要介護度別および圏域別の状況－ 

 

 

単位：人

滋賀県計 保　　　　健　　　　福　　　　祉　　　　圏　　　　域
大 津 圏 域 湖 南 圏 域 甲 賀 圏 域 東近江圏域 湖 東 圏 域 湖 北 圏 域 湖 西 圏 域

321,793 78,705 63,220 32,709 54,894 35,434 41,435 15,396

6,006 1,670 1,113 750 966 578 578 351
1.9% 2.1% 1.8% 2.3% 1.8% 1.6% 1.4% 2.3%

7,115 2,428 1,077 577 1,019 603 1,040 371

2.2% 3.1% 1.7% 1.8% 1.9% 1.7% 2.5% 2.4%

11,182 2,248 2,520 1,226 2,016 1,374 1,237 561

3.5% 2.9% 4.0% 3.7% 3.7% 3.9% 3.0% 3.6%

10,360 3,010 1,675 762 1,670 1,230 1,584 429

3.2% 3.8% 2.6% 2.3% 3.0% 3.5% 3.8% 2.8%

8,038 2,180 1,332 625 1,208 1,007 1,348 338

2.6% 2.8% 2.1% 1.9% 2.2% 2.8% 3.3% 2.2%

6,518 1,669 1,100 633 1,148 702 955 311

2.0% 2.1% 1.7% 1.9% 2.1% 2.0% 2.3% 2.0%

5,095 1,223 874 566 801 585 764 282
1.6% 1.6% 1.4% 1.7% 1.5% 1.7% 1.8% 1.8%

19,651 5,072 3,306 1,824 3,157 2,294 3,067 931

6.1% 6.4% 5.2% 5.6% 5.8% 6.5% 7.4% 6.0%

54,314 14,428 9,691 5,139 8,828 6,079 7,506 2,643

16.9% 18.3% 15.3% 15.7% 16.1% 17.2% 18.1% 17.2%

要 介 護 １

要 介 護 ２

要 介 護 ３

６ ５ 歳 以 上 人 口

要 支 援 １

要 支 援 ２

要 介 護 ３ 以 上

注：６５歳以上人口は第１号被保険者数

認定者数は、介護保険事業状況報告（平成26年3月暫定値）

各欄％は６５歳以上人口に占める割合

要 介 護 ４

要 介 護 ５

合 計
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6 障害のある方の状況                                 

 我が国において障害のある方は、平成 26 年度版障害者白書（内閣府）の障害者数によると身

体障害、知的障害、精神障害の３区分で障害者数の概数は、身体障害者 393 万７千人、知的障

害者 74 万１千人、精神障害者 320 万１千人となっています。（表 2-9） 

 これを人口千人当たりの人数で見ると、身体障害者 31 人、知的障害者は６人、精神障害者は

25 人となり、複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計数にはならないものの、およそ

国民の６％が何らかの障害を有していることになります。 

 一方、本県における障害者数については、平成 25 年度（2013 年度）末の身体障害者手帳所

持者は 53,198 人、療育手帳所持者は 11,462 人、精神障害者保健福祉手帳所持者が 7,293 人

となっています。平成 23 年度からは身体障害者手帳で 3,579 人、療育手帳で 1,345 人、精神

障害者保健福祉手帳で 1,647 人ぞれぞれ増加しています。今後、障害のある方についても、超高

齢社会を迎えるにあたっては、可能な限り社会の支え手としての役割を担っていただく必要があ

ります。そのためには、必要に応じて医学的リハビリテーションの提供と、教育、職業、社会等

の分野と協働する包括的なリハビリテーションの取り組みが必要となります。 

 

表 2-９ 障害者数 

 

 

 

平成 26 年版 障害者白書（概要） 
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７ 平成 37 年（2025 年）に向けた将来予測                       

平成 27 年度（2015 年度）の我が国の社会保障費は約 120 兆円となり増額の一途を辿って

います（図 2-8）。厚生労働省の推計によると平成 37 年度（2025 年度）には約 150 兆円に上

るとし、特に「団塊の世代」が 75 歳以上となり病気などにより要介護状態となることを最大の

原因としています。 

 このような中、国は社会保障費の抑制に向け動き出そうとしています。医療では、『「施設」か

ら「地域」へ、「医療」から「介護」へ』のもと、病院や病床機能の役割分担を進め、より効率的・

効果的な医療・介護サービスの提供体制を構築し、医療機関における在院日数の短縮を進めよう

としています（図 2-9）。 

 さらに平成 26 年度（2014 年度）の診療報酬改定では、概ね全ての病期の医療機関に在宅復

帰率を設定し、在宅に向けた医療の流れを強めました（図 2-10）。 

 今後も国は、施設完結型の医療から地域完結型の医療への転換に向けた改革を進めるものとみ

られます。本県においても地域包括ケアシステムの構築や在宅医療の推進とともに、地域におけ

るリハビリテーションの提供体制の充実が必要になると考えられます。 

 

 

図 2-8 社会保障にかかる費用の将来推計                 

（厚生労働省「社会保障制度改革の全体像」資料より） 
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図 2-９ 医療・介護機能の再編（将来像） 

（厚生労働省「第 10 回国民会議参考資料」より） 

 

 

 

図 2-10 入院医療における在宅復帰の促進 

（厚生労働省「平成 26 年度診療報酬改定の概要」資料より） 
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 一方で、国は受け皿となる地域に対し団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）

に向けて、概ね中学校区を単位とした地域包括ケアシステムの構築を進めています。 

また、これは社会保障制度改革として取り組む項目の一つとしても取り上げています。 

 今後、高齢者の単身や夫婦のみの世帯が増加すること、また、後期高齢者の増加から要介護度

の高い方の増加が見込まれることから、従来の「家族介護」や介護保険サービスで高齢者の地域

生活を完結させることは難しい状況にあり、このため良好な居住環境と在宅ケアを組み合わせて

高齢者の生活を支える「地域包括ケアシステム」の構築が急務となっています（図 2-11）。 

 県としても、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など、地域密

着型サービスのさらなる普及・充実を図るとともに、在宅医療・介護連携や日常生活支援など市

町の新たな地域支援事業を支援していくことが求められています。 

 

 

 

図 2-11 地域包括ケアシステム  

（厚生労働省 「社会保障制度改革の全体像」資料より） 

 

 今後、地域完結型の医療への転換が図られる中で、持続可能な社会保障制度にするためには、

健康寿命の延伸や生活機能低下予防に向けた手厚い取り組み、そしてたとえ疾病や障害により医

療が必要になっても、医療機関における濃密で集中的な医学的リハビリテーションの提供体制の

整備、また、地域において生活支援だけではなく、社会参加や生活の質の向上など自立に向けた

支援が提供される体制の整備が必要です。 
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８ 平成 37 年（2025 年）に向けた人材確保                       

厚生労働省では、医療機関における病床数を平成 24 年度（2012 年度）の 109 万床から 6

万床減じ 103 万床に、また在宅医療については平成 24 年度（2012 年度）の 1 日あたり 17

万人分から 12 万人分増加させ 29 万人分まで拡充させる計画としています（表 2-10）。 

また、その中では人的資源についても、医師数で 33 万人、看護職員で 206 万人まで拡充す

ることとしています。 

さらに、介護においても利用者数を平成 24 年度（2012 年度）の 1.5 倍と見積もっており、

それに合わせてサービスを提供する事業所および介護職員について拡充や増員が必要であるとし

ています。 

現在、表 2-11 に示す通り、本県ではリハビリテーション専門医が 18 人、また表 2-12 およ

び表 2-13 に示す通り、1,219 人のリハビリテーション専門職が病院や介護保険の事業所などに

従事しています。今後の高齢化の進展や疾病構造の変化、リハビリテーションの対象疾患の拡大、

予防に向けた取り組みの充実に伴い国と同様に必要な人材の確保が必要になるものと考えられま

す。 

 

表 2-10 数値でみた平成 37 年（2025 年）の主なサービスの拡充 

 平成 24 年度（2012 年度） 平成 37 年度（2025 年度） 

【医療】 病床数、平均在院日数 109 万床、 

19～20 日程度 

【高度急性期】 22 万床 15～16 日程度 

【一般急性期】 46 万床 9 日程度 

【亜急性期等】 35 万床 60 日程度 

医師数 29 万人 32～33 万人 

看護職員数 145 万人 196 万人～206 万人 

在宅医療等（1 日あたり） 17 万人分 29 万人分 

【介護】 利用者数 452 万人 657 万人（1.5 倍） 

・介護予防・重度化予防により全体として 3%減 

・入院の減少（介護への移行）：14 万人増 

在宅介護 320 万人分 463 万人分（1.5 倍） 

居住系サービス 33 万人分 62 万人分（1.9 倍） 

介護施設 98 万人分 133 万人分（1.4 倍） 

介護職員 149 万人 237 万人から 249 万人 

訪問看護（1 日あたり） 31 万人分 51 万人分 

（厚生労働省「在宅医療の推進について」資料より） 
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表 2-11 滋賀県のリハビリテーション専門医数（人） 

 滋賀県 全国 

リハビリテーション専門医数 18 1,849 

人口 10 万人対 1.3 1.4 

（平成 25 年 滋賀県立リハビリテーションセンター調査） 

 

 

表 2-12 滋賀県の病院に在籍するリハビリテーション専門職数（人） 

 リハビリテーション専門職種 理学療法士数 作業療法士数 言語聴覚士数 

人数 474 269 58 

（平成 24 年（2012 年）7 月 滋賀県立リハビリテーションセンター調査） 

 

 

表 2-13 滋賀県の介護保険事業所に在籍するリハビリテーション専門職数（人） 

 理学療法士数 作業療法士数 言語聴覚士数 

（2012.７調査） （2012.７調査） （2013 会員数） 

介護老人福祉施設 9 2   

介護老人保健施設 54 55 4 

訪問リハ 66 21 1 

通所リハ 99 50   

訪問看護 40 16 1 

合計 268 144 6 

（平成 24 年（2012 年）7 月 滋賀県立リハビリテーションセンター調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職種 

事業種別 
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第３章 計画の基本的な方向 

 

１ リハビリテーションにおける基本的な考え方                      

（１） リハビリテーションの基本理念の共有と利用者視点の重視 

「リハビリテーション」については、これまでいくつかの機関により定義されていますが、日

常生活や地域社会における制限や制約を最小限にし、誰もが住み慣れた土地で生活を続けられる

ことを支援することです。世界保健機構（WHO）は、リハビリテーションは能力低下の改善のみ

でなく、高齢者や障害のある人の社会参加の達成をも目指すものと定義しています。 

このように、リハビリテーションは、機能障害や能力低下の回復に限られたものではなく、「ま

ち」で暮らす子どもや障害のある人、高齢者それぞれの役割の回復や獲得を目的としており、と

りまく生活環境や社会環境を含めた多様な取り組みです。 

 こうしたことから、高齢者や障害のある人たちなどが、家庭や地域社会で、そこに住む人 

たちとともに生活し、社会活動に参画できるようにしていくことを、最終的な目的として、 

リハビリテーションを推進する必要があります。 

 これらの理念について関係者や地域の人々が共有し、利用者の視点を重視したサービス体 

制や連携を構築することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生活機能・障害・健康の国際分類（ＩＣＦ）とリハビリテーション 

国際障害分類（ＩＣＩＤＨ：International Classification of Impairments, Disabilities  

and Handicaps）は、１９８０年に世界保健機関（ＷＨＯ）が発表したもので、障害を機能

障害（impairment）、能力低下（disability）、社会的不利（handicap）の３つのレベルに分類

しています。 

リハビリテーションにおいては、国際障害分類による障害モデルを活用して、そのアプ 

（参考）リハビリテーションの定義 

「リハビリテーションは、能力低下やその状態を改善し、障害者の社会的統合を達成するた

めのあらゆる手段を含んでいる。リハビリテーションは障害者が環境に適応するための訓練

を行うばかりでなく、障害者の社会的統合を促すために全体としての環境や社会に手を加え

ることも目的とする。そして、障害者自身・家族・そして彼らの住んでいる地域社会が、リ

ハビリテーションに関するサービスの計画と実行に関わり合わなければならない」。 

（世界保健機関（WHO）による定義 1981 年） 

 

リハビリテーションとは、身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した機能水準の達成

を可能とすることによって、各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していく

ことをめざし、かつ時間を限定したプロセスである。  

（国際障害者世界行動計画による定義 １９８２年） 
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 ローチを計画し、記録や評価を行っており、大変重要な分類法でした。しかしながら、国際障

害分類は、障害のみを対象としており、社会生活を基礎に、包括的な視点からモデルを構築す

ることが困難であったことから、２００１年にＷＨＯは国際障害分類を改定し、生活機能・障

害・健康の国際分類（ＩＣＦ：International Classification of Functioning, Disability and 

Health）としました。 

  このＩＣＦは、人間の生活機能と障害に関して、心身機能や活動、参加を生活機能として包

括的に捉えるとともに、障害については、機能障害・活動制限・参加制約を包括するものとし

ています。また、人の生活状況に影響を与えるものとして、新たに環境因子や個人因子という

背景の因子を取り上げており、さらに、それぞれの因子が相互作用的な存在であるとしていま

す。 

このため、ＩＣＦの「生活（機能）モデル」にもとづき、今後のリハビリテーション支援の

基本的な方向を明らかにすると、それは、社会生活を基本に、生活機能の向上を目的として、

様々な働きかけを連動して総合的に行い、日常生活や地域社会における制限や制約を最小限に

し、高齢者や障害のある人たちなどが望む生活をできるよう支えていくことです。 

従来、リハビリテーションについては、それぞれの分野のリハビリテーション専門職が実施

する機能訓練を中心としたものとイメージされがちでしたが、生活機能の向上をその共通の目

標として認識し、リハビリテーション専門職の助言のもと、高齢者や障害のある人たちなどが

自主的あるいは主体的にリハビリテーションに取り組むようになってきました。 

また、医療機関をはじめとする関係機関や施設が、日常生活の場に近い環境の中でサービス

を提供するとともに、高齢者や障害のある人たちと事業を担う関係者が協働し、チームアプロ

ーチによって、それぞれの分野の取り組みを総合的に進めていくことが重要です。 

こうしたことから、ＩＣＦの考え方に基づき、環境因子へのアプローチも含めた保健・医療・

福祉・教育・職業・社会等のリハビリテーションに取り組む関係機関・施設との連携や協働し

た取り組みを一層促進し、医学モデルから生活モデルまでを包括したリハビリテーションを推

進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）環境因子へのアプローチ 

 ICF では「環境因子」は、「人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、

人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことである。」と定義しています。つまり、

環境因子には、物理的・社会的・態度的なすべての環境が含まれ、生活機能と障害の 3 次

元すべてに影響し、肯定的な影響と否定的な影響の両方があることが示唆されています。

このことから、居住環境や地域環境、生活自立に必要な福祉用具などの物理的環境の整備

だけでなく、人がもたらすサービス、態度、政策などの環境に対しても一体的に取り組み

を進めていく事が必要です。 
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（参考）生活機能・障害・健康の国際分類（ICF）のモデル  

 

世界保健機構（WHO）より 

 

２ めざす姿                                      

平成 37 年（2025 年）には地域生活者を中心に、質の高いリハビリテーションが日常生活

圏域の中で提供され、障害のある人や高齢者およびその家族等（地域生活者）が、住み慣れた

場所で安心して自立した日常生活を送り、地域社会に参加し、望む生活を送ることができる姿

をめざします。 

 

心身機能・構造 活 動 参 加

健康状態

環境因子 個人因子

機能障害 活動制限 参加制約
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そのため、身近な日常生活圏域において、市町、地域包括支援センター等が中心となり、子

どもから高齢者まで、また予防期や急性期、回復期、維持期のすべての病期にある方を支援し

ます。 

  リハビリテーション提供体制としては、保健・医療・福祉・教育・職業・社会等のリハビリ

テーションを提供する機関等が、それぞれの機能を十分に発揮するとともに、共通の具体的な

目標のもと、機関相互の関係性を重視し、効果を最大限に発揮するため、関係者が利用者の視

点を十分に理解し、必要な機関との円滑な連携によるサービス提供ができる仕組みづくりを強

化します。 

また、これまで医療・介護サービスにおいては、機能障害、活動制限への働きかけを主な視

点として取り組んできましたが、今後は ICF の理念のとおり、今まで以上に社会参加を視野に

入れたリハビリテーションの展開が重要となります。 

そのため、子どもから高齢者までのあらゆるライフステージにおいて、社会参加までつなげ

るリハビリテーションの取り組みを推進します。 

このような取り組みを推進するために、二次保健医療圏域においては保健所（健康福祉事務

所）が、三次保健医療圏域では県立リハビリテーションセンターが、それぞれにおいて、相互

に連携しながら市町やリハビリテーション支援拠点等との協働体制を構築します。 

 

 

 

   ---（点線）：これまでの医療・介護サービスにおける主な視点 

       （太線）：今後、さらに社会参加を視野に入れたリハビリテーションの展開が重要 

 

 

 

心身機能・構造 活 動 参 加

健康状態

環境因子 個人因子

機能障害 活動制限 参加制約

生活機能

これからのリハビリテーション 

これまでの 

リハビリテーション 
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３ 基本的な方向                                    

平成 37 年（2025 年）に向けて、めざす姿を実現するため、以下の 6 つの視点と基本的方向

となる３つの柱を基に進めることとします。また、地域ごとの地域包括ケアシステムの構築に向

けた取り組みと合わせて進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域リハビリテーションの推進

①小児期のリハビリテーションの充実

②成人期のリハビリテーションの充実

③高齢期のリハビリテーションの充実

それぞれの分野における

・急性期リハビリテーションの充実

・回復期リハビリテーションの充実

・在宅における維持期（生活期）リハビリテーション支援の拡充

・介護予防を含む予防リハビリテーションの普及

・職業リハビリテーション支援の拡充

・教育分野におけるハビリテーション支援の拡充

・福祉用具や補装具の適切な利用等、環境調整の促進

医学的リハビリテーションの推進

①今後、増加が予想される疾患へのリハビリテーションの推進

（がん、呼吸器疾患、認知症、精神障害、発達障害等）

②今後、質的向上が必要とされる疾患へのリハビリテーションの

推進（神経難病、脊髄損傷、高次脳機能障害等）

③先進技術を活用したリハビリテーション分野の開拓

リハビリテーション推進体制の整備

①リハビリテーションセンターの機能を強化し、関係機関との連

携・協働を促進する

②地域リハビリテーションの中核を担う人材養成、および卒後教育

の充実を図る

③地域で暮らす人々が、身近な日常生活圏域でリハビリテーション

の提供を受けることができる、または自らが取り組むことができ

る仕組みを作る

実施のための体制整備

①障害の発生を予防する視点 

②疾病や障害が発生した当初より医学的リハビリテーションを提供する視点 

③ライフステージおよび病期に対応したリハサービスを継続的に提供する視点 

 （子どもから高齢者まで、急性期から回復期、維持期へと遅滞なく効率的に継続） 

④改善が困難な人も社会参加し、生あるかぎり人間らしく過ごせるよう地域住民も含めた

総合的な支援を行う視点 

⑤「まち」で暮らす子どもや障害のある人、高齢者、それぞれの“活動”や“参加”を支

える地域づくりの視点 

⑥県民が障害を負うことや年をとることを自分自身の問題として捉えられるよう啓発す

る視点 

滋賀県のリハビリテーションを進める 6 つの視点 

基本的方向となる 3 つの柱 
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（１）地域リハビリテーションの推進 

 ○地域リハビリテーションとは、障害のある人や高齢者が、家庭や住み慣れた地域で自立した

生活がおくれるよう、医療・保健・福祉をはじめ、生活にかかわるあらゆる人々や機関・施

設等が、リハビリテーションの立場から協力して行う活動です。 

団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年（2025 年）に向けてはさらに、リハビリテーシ

ョン提供体制の構築に関する社会的要請が高まることとなり、一層の充実を図ることとしま

す。   

○提供される地域リハビリテーションは、高齢者や障害のある人たちなどの家庭や住み慣れた

地域における一人ひとりの生活や社会参加に目を向けた訓練や支援が行われること、さらに

はその訓練や支援が、保健・医療・福祉・教育・職業・社会といった地域の関係機関・施設

等、地域に関わるあらゆる組織や人々によって行われることが重要です。 

○加えて、高齢者や障害のある人たちおよびその家族等（地域生活者）への具体的な支援にお

いて、自治会や、子ども会、老人クラブ等、地域のあらゆる活動を喚起し、地域ぐるみで支

えあい、地域の中で生きがいや役割をもって安心して暮らせる「地域づくり」を進めること

が重要です。 

○地域リハビリテーションの推進に向けて、小児期・成人期・高齢期のすべてのライフステー

ジにおいて、また保健・医療・福祉・教育・職業・社会のそれぞれの分野において、県民が

地域の生活者として過ごすことができる体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医学的リハビリテーションの推進 

○前述のとおり、平成 37 年（2025 年）には、生活習慣病等の疾患を持つ県民が増加し、リ

ハビリテーションの需要が高まると考えられています。その中で、がんや呼吸器疾患、心疾

患、認知症等のリハビリテーションについては、身近な地域で提供されるよう体制整備を行

い、罹患した県民が、医学的リハビリテーションを受けながら地域で暮らすことができる体

制を整備します。 

○さらに、高次脳機能障害、脊髄損傷、神経難病等の特定の障害にかかる専門的な医学的リハ

ビリテーションや専門相談の充実を図ります。 

 ○また、再生医療をはじめ、科学技術や情報技術は目まぐるしく進歩し、先進技術のリハビリ

テーションへの応用は、障害の軽減に向けた治療技術への応用や日常生活の補助具、社会参

（参考） 

地域リハビリテーションとは、障害のある人々や高齢者およびその家族が住み慣れたところ

で、そこにすむ人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れるよう、医療や保健、

福祉および生活にかかわるあらゆる人々や機関 ・組織がリハビリテーションの立場から協力

し合って行う活動のすべてをいう。  

          （ 2001 年 日本リハビリテーション病院・施設協会 ） 
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加や障害の予防に向けたツールとして効果をあげることが期待されます。 

今後の社会情勢の変化の中で、より人的負担を軽減し、生活の質の向上に向けてそういった

技術が応用されるよう、専門の研究に取り組む必要があります。 

 

（３）リハビリテーション推進体制の整備 

①県立リハビリテーションセンターの機能強化 

 ○リハビリテーションセンターが担う基本的役割は、県域において、リハビリテーションの

総合的な発展を目的に、先駆的なリハビリテーションの実践や、リハビリテーションを提

供するための仕組みづくり、人材の育成等を包括的に進めることです。 

 ○これまでのリハビリテーションセンターは、高齢者や障害のある方への直接的な支援や、

市町の取り組みに対する支援を事業の軸足に、リハビリテーションにかかる技術的な支援

やモデル事業から得られたノウハウの提供を中心に取り組んできました。 

○今後のリハビリテーションセンターは、県内唯一のリハビリテーション専門機関として、

保健・医療・福祉・教育・職業・社会等を含む総合リハビリテーションに関わり、また、

小児期から高齢期までの全てのライフステージの方々を対象とし、全ての県民に質の高い

リハビリテーションが提供されるための中枢機関となる機能が必要となります。 

 ○このような取り組みを推進するために、二次保健医療圏域においては保健所（健康福祉事

務所）が、三次保健医療圏域では県立リハビリテーションセンターが、それぞれにおいて、

相互に連携しながら市町、地域包括支援センター等と協働体制を構築します。 

○あわせて、一次保健医療圏域、二次保健医療圏域の支援を行う三次保健医療圏域の支援体

制として次のような統合体制を構想し、保健、医療、福祉、教育、職業、社会等のあらゆ

る分野のリハビリテーション関係機関と協働できる体制づくりを目指します。 

 

 

 

 

新しい総合リハビリテーションセンター 
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②地域リハビリテーションの中核を担う人材養成・確保、および卒後教育の充実 

平成 26 年 3 月に策定した人材養成基本計画では、平成 37 年（2025 年）に向けて、地域

リハビリテーションの中核を担う人材を計画的に養成・確保することとしており、この計画に

基づき推進します。 

また、具体的なリハビリテーション専門職の必要配置数については本計画期間中に検討する

こととします。 
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第４章 施策の展開と目標 

 

１ 地域リハビリテーションの推進                            

（１）小児期のリハビリテーションについて 

現状 

【急性期・急性期以降】                                    

〇小児期疾患に対応した県内の医学的リハビリテーションの提供施設は、地域に偏在している

状況です。そのため、県外の病院で急性期医療を受療した後、身近な地域で継続的に医学的

リハビリテーションを受けることができず、患者・家族にとって選択肢が少ない状況です。 

〇急性期以降の重症心身障害児と、乳幼児期に何らかの障害があると診断された子ども、もし

くはその疑いがある子どもは、県立小児保健医療センターやびわこ学園医療福祉センターで

リハビリテーションを受けていますが、施設や在宅移行時期に身体障害者手帳が取得できな

いため、在宅環境の調整が難しいことや、小児期に対応できる訪問看護や医療ケアが可能な

保育園が少ないこと等から地域への移行が円滑ではない状況です。 

〇県立小児保健医療センター療育部や児童発達支援事業所の対象となる就学前の通所療育を利

用する児童数は増加しています。 

〇また、県立小児保健医療センター療育部では、リハビリテーション専門職を派遣し、療育教

室（児童発達支援事業所）の従事者支援を行っていますが、療育教室（児童発達支援事業所）

にリハビリテーション専門職等の医療職種の関わりが少ないため、重症心身障害児の多くは

全県から県立小児保健医療センターの療育部まで通っている状況です。 

 

【就学中（学童期）から就学後（思春期）】                        

〇この 10 年間で、滋賀県の特別支援学校に通う児童は 1.8 倍（1 年間に 200 人程度）に増

加しており、全国平均の 1.4 倍を大きく上回っており、増加率が全国 1 位となっています。 

〇市町の普通学校の特別支援学級に通う児童においても 2.5 倍の増加率と報告されています。 

〇学齢期に支援が必要な児童は全体の 13%と言われており、そのうち特別支援学校に通学し

ている児童はわすか 2%と報告されています。 

〇県内の特別支援学校や特別支援学級、通常学級において、特定の学校にはリハビリテーショ

ン専門職の関与があるものの、全県的な実態については明らかではない状況です。 

〇各市町において、障害児に関する相談支援体制が進められていますが、個々の特性をより理

解するための医療的視点は十分に関われていない状況です。 

〇発達障害の方においては、小児期から成人期に至る継続した支援が不足する状況です。 

 

【壮年期以降】                                    

〇小児期の疾患や障害が原因で、定期的な支援が必要な方が壮年期に、医学的リハビリテーシ

ョン支援を受けられる地域が少ない状況です。また、親の高齢化に伴い、通院できなくなり、

年齢を重ねるとともに必要なケアが途切れてしまう等、二次障害の発見の遅れや重度化する
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方が少なくない状況です。 

〇就労支援事業所（就労移行支援や就労継続支援を行う障害福祉サービス事業所をいう。以下

同じ。）において、一般就労できる能力のある人が就労支援事業所に留まっている場合があり

ます。 

〇障害者の就職や就労定着に向けた支援については、地域の働き・暮らし応援センター等の就

労支援機関とともに、県立リハビリテーションセンターが二次障害予防に向けた支援や従事

者研修、就労定着に向けた医学的リハビリテーションの視点を活かした支援を行っています

が、企業や就労支援事業所における理解は不十分です。 

 

課題 

 【急性期・急性期以降】                                

○NICU（新生児集中治療室）等、急性期における医学的リハビリテーションの必要性について

啓発が必要です。 

〇重症心身障害児の在宅移行については、小児期対応可能な訪問看護ステーションや訪問リハ

ビリテーション等、在宅生活を支えるためのリハビリテーション資源が必要です。 

〇児童発達支援事業所等の小児期の身近な“通いの場”にリハビリテーションの視点を加えた

アセスメントが必要です。 

〇県立小児保健医療センター療育部等から派遣されているリハビリテーション専門職の指導に

加え、児童発達支援事業所（児童発達支援センターや放課後児童デイ等）の質の向上につな

がる体制整備が必要です。 

〇小児期の疾患や障害に対応できるリハビリテーション専門職の育成が必要です。 

 

【就学中（学童期）から就学後（思春期）】                       

〇学校への医学的リハビリテーション支援については、実態が把握されていない状況です。 

〇学校生活の中に医学的リハビリテーションの視点を踏まえた環境因子への支援が必要です。 

〇障害児に関する相談支援を行う市町や事業所においては、児童の障害特性をより理解するた

めに医学的リハビリテーションの視点を加えたアセスメントが必要です。 

〇ライフステージを通じて継続した支援ができるよう、支援機関の連携体制の構築が必要です。 

 

【壮年期以降】                                    

〇二次障害予防や障害者対応ができる社会資源が不足しています。 

〇就労支援事業所や一般企業にむけて、障害特性や二次障害予防を踏まえ、最大限に能力を活

用するためのアセスメントの普及と実際の取り組み支援がさらに必要です。 

 

目指すべき方向性 

 〇小児期の疾病等で障害のある子どもに対して、必要な時期に必要な医学的リハビリテーショ

ンが提供される。 

〇就学前の子どもが保育園や児童発達支援事業所等の“通いの場”で、必要に応じてより質の
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高い発達支援や家族支援を受けられる。 

〇学習上または生活上に困難のある子どもが、より質の高い教育効果を得ることができるよう、

さらに多様な環境因子（学習環境・椅子・介助方法・福祉用具・二次障害予防）への働きか

けが行われる。 

〇支援が必要な子どもが成人期になり望む仕事に就き、より長く健康に働くことができるよう、

就業場面において二次障害予防等の配慮が受けられる。 

〇加齢に伴う心身の二次障害予防のため、必要に応じて身近な地域で医学的リハビリテーショ

ンが受けられる。 

 

H29 年（2017 年）までの具体的な施策 

 ○必要なリハビリテーションを受けられるよう、医学的リハビリテーションの提供体制につい

て、病院ごとの実施状況等を明らかにし、医療連携の促進を図ります。 

○在宅生活において、必要な医学的リハビリテーションが継続して提供されるよう、高齢期を

中心に医学的リハビリテーションを提供している訪問看護ステーションや、病院の訪問リハ

ビリテーションに対して、小児期および障害者対応できるよう研修を行う等の人材育成に努

めます。 

 ○児童発達支援事業所、学校等の“通いの場”や、就労支援事業所、一般企業等の“はたらく

場”において、質の高い発達支援や学習支援、働くことに必要な支援等、障害特性に応じた

支援が受けられるようリハビリテーション専門職がアセスメントに関われる取り組みを進め

ます。 

○福祉・教育・就労関係者とリハビリテーション専門職が必要に応じて協働で支援できるよう、

福祉・教育・就労関係者のリハビリテーションの理解や知識の習得を図ります。 

〇福祉・教育・就労関係者とリハビリテーション専門職が効果的な連携ができるよう、連携事

例について集積し、より効率的で効果的な支援体制の構築に向けた検討を行います。 
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（２）成人期（高次脳機能障害、脊髄損傷等の成人障害領域）のリハビリテーション

について 

現状 

○病院で行われるリハビリテーションは機能改善に主眼が置かれ、在宅生活や社会参加までを

見据えたリハビリテーション支援が十分に行われていない状況です。 

○急性期病院から直接、地域に退院される患者も増えています。在宅において症状が顕在化し

た高次脳機能障害については、速やかに診断・評価が受けられる病院につながる等、一貫し

た支援体制が構築されていない状況にあります。 

〇高次脳機能障害については、在宅生活の中でどのような症状が顕在化してくるか入院中は予

測がしにくいため、入院中に症状に関する説明が十分に行われていない場合があります。そ

のため、症状や生活の困難さについて本人や家族は退院後初めて目の当たりにする現状があ

ります。 

〇高次脳機能障害のある人は、現状の地域生活や就労等を支える福祉サービスにおいて困難事

例とされることがあり、県立リハビリテーションセンターや高次脳機能障害支援センターが、

地域からの相談に対応し支援していますが、地域支援において医学的な視点が十分に関われ

ていない状況です。 

○一般病床を有する病院においては、在宅生活に向けた身体機能へのリハビリテーションは行

われていますが、精神面や認知機能へのリハビリテーションについては十分に提供されてい

ません。 

〇脊髄損傷患者においては、個人情報保護等を理由に必要なピアサポート等と出会えていない

状況です。 

〇脊髄損傷者を対象とした二次障害予防を目的とした定期的な医学的リハビリテーションの提

供が十分にされていない状況にあります。 

〇医療機関のリハビリテーション専門職は、介護保険制度以外の在宅サービスの理解が十分と

は言えない状況です。 

〇県立むれやま荘においては、重度な方が多く入所されていることや、医療的なケアを必要と

する方の受入れに制約があり、夜間に医療的なケアを必要とする人の受け入れ等が困難な状

況です。 

〇市町の相談窓口と当事者団体等のピアサポートとのつながりが希薄なため、病院から退院し

た患者がピアサポートを必要とした場合、患者自らが探さなければピアサポートにつながり

にくい状況です。 

 

課題 

 ○高次脳機能障害や脊髄損傷の患者に対し、生活構築や社会参加までの一貫した支援体制を整

える必要があります。 

〇医師やリハビリテーション専門職においても、高次脳機能障害や脊髄損傷についての理解が

必要です。 

〇高次脳機能障害のように目に見えにくい障害においては、運動機能だけでなく、精神面や認
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知機能についても退院時に関係機関に対する情報提供が必要です。 

〇高次脳機能障害や脊髄損傷など障害のある方が、社会参加や就労につながるための通過施設

機能（サロンや訓練施設等）が必要です。 

〇高次脳機能障害のある人の地域支援において、医療的な視点が介在した支援体制が必要です。 

〇脊髄損傷の人などに対する二次障害予防や、障害者対応ができる病院や訪問リハビリテーシ

ョン等が不足しています。 

〇市町の相談窓口とピアサポートのつながりがさらに必要です。 

 

目指すべき方向性 

 ○専門的リハビリテーションを提供する病院と、地域の病院等が役割分担し、必要に応じた医

学的リハビリテーションが提供される。 

 ○高次脳機能障害や脊髄損傷など障害のある方に対して、医療から社会生活まで一貫したリハ

ビリテーションが提供される。 

〇病院から必要な障害福祉サービスへの連携がスムーズに行われる。 

〇社会生活を送りながら、就労等の相談や“はたらく場”で支援を受けられたり、医学的リハ

ビリテーションのフォローを受けられる体制が整備されている。 

 

H29 年（2017 年）までの具体的な施策 

 ○県民が必要なリハビリテーションを受けられるよう、高次脳機能障害にかかる病院ごとの診

断・評価・訓練の実施状況と役割分担を明らかにし、県民に見える形で公表し連携を促進し

ます。 

〇地域の医師やリハビリテーション専門職等に必要な知識・技術が普及されるよう、これまで

高次脳機能障害や脊髄損傷の支援を中心に行ってきた専門病院のノウハウを活かした人材育

成を行います。 

 ○より良質なケアや障害特性に応じた福祉サービスが提供されるよう、地域の看護師や介護職

員等、障害福祉サービス従事者に対する研修、技術支援、訪問相談等、従事者の支援を行い

ます。 

 ○リハビリテーション専門職が、市町の障害福祉にかかる相談窓口や、障害福祉サービス等と

効果的な連携ができるよう知識の習得を図ります。 
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（３）高齢期のリハビリテーションについて 

現状 

 ○地域連携クリティカルパスの取り組みにより、急性期から回復期における切れ目のない医療

連携は促進されつつありますが、リハビリテーションの連携については情報共有等が十分で

はない状況です。 

 ○急性期リハビリテーション病棟においては、診療他科からリハビリテーション科への依頼が

遅いことになどにより、早期からのリハビリテーションが十分に提供されていない状況です。 

 ○病院においては、継続した在宅生活を送るための再発予防の取り組み等が十分に行われてお

らず、生活を想定した退院支援が十分に行われていない状況です。 

 ○県内の回復期リハビリテーション病棟は、16 の病院において 708 床整備されており、人口

10 万人あたりの割合において全国をやや下回るものの、順調に全国平均病床数まで到達し

つつあります。 

 

 

 

 

 

 

〇回復期リハビリテーション病棟を有する病院においては、病院ごとにその人員体制やリハビ

リテーション提供の質と量に差異が生じている状況です。 

〇介護保険サービスにおいては、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護に関する

工夫や日常生活の留意点に関する助言が十分に行われていない状況です。 

〇在宅生活への移行後、運動や体操等の身体機能訓練のみが継続されて行われていることが多

く、当事者の生活行為の向上を目的としたリハビリテーションサービスが必要な状況です。 

〇認知症に対する行動・心理症状（BPSD）等の発症を防ぐ、早期・事前的なリハビリテーシ

ョンが確立されていない状況です。 

〇介護予防の取り組みにおいて、リハビリテーション専門職の関わりは少ない状況です。 

 

課題 

 ○急性期から維持期（生活期）までスムーズなリハビリテーションが継続されるよう、回復期

リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟等の病病連携において、リハビリテーションの

情報連携についてもさらなる充実が必要です。 

 ○急性期リハビリテーションがさらに早期から提供されるよう、医師やリハビリテーション専

門職に向けた普及啓発が必要です。 

 ○回復期リハビリテーション病棟の専門分野（疾患や障害等）や、提供されるリハビリテーシ

ョンの質と量について病院間で差異が生じているため、患者や家族、関係者に対して、どこ

の病院でどんなリハビリテーションが行われているか周知することが必要です。 

〇退院後の在宅生活や地域における活動に目を向けた患者情報の提供など医療・介護・福祉の

回復期リハビリテーション病棟を有する病院 

大津市民病院、大津赤十字病院、琵琶湖中央病院、草津総合病院、南草津病院、 

滋賀県立成人病センター、野洲病院、公立甲賀病院、甲西リハビリ病院、ヴォーリス記念

病院、近江温泉病院、神崎中央病院、彦根中央病院、豊郷病院、市立長浜病院、今津病院 
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連携が求められています。 

〇本人の望む自立した生活に向けたマネジメントが行われるよう、ケアマネジャー等に対して

対象者の生活行為を向上するマネジメントの普及が必要です。 

〇在宅におけるリハビリテーションサービスについても、対象者の生活上の目標を明らかにし

たサービス提供が必要です。 

〇認知症の早期支援にかかるリハビリテーション専門職の育成が必要です。 

○介護予防の取り組みにおいて、麻痺や骨折の既往がある等の虚弱な高齢者の参加を想定した

取り組みが十分ではありません。 

 

目指すべき方向性 

 ○入院早期から医学的リハビリテーションが提供される。 

 ○患者や家族、関係者が状況に応じた病院の選択ができるよう、どこでどんなリハビリテーシ

ョンができるかわかる。 

 ○在宅生活に向けたリハビリテーション支援にかかる情報連携が円滑に行われる。 

 ○在宅生活への移行に向けて、リハビリテーション専門職が役割の回復や社会参加に目を向け

たマネジメントを実施する。 

 ○骨折や内科疾患で入院しても認知症の行動・心理症状の発症や悪化等に留意した取り組みが

提供されている。 

 ○地域の介護予防の取り組みにおいて、麻痺や骨折の既往のある人や認知症の方に対し、地域

の中で生きがいや役割をもって生活できるような自立支援に資する取り組みが進められる。 

 

H29 年（2017 年）までの具体的な施策 

 ○早期からリハビリテーションが提供されるよう、医師やリハビリテーション専門職が急性期

リハビリテーションの理解を深めるための研修会を実施するとともに、モデル的な実践を行

い、事例を集積し急性期リハビリテーションのあり方を検討します。 

 ○患者の状況に応じた回復期病棟の選択がされるよう回復期病棟のリハビリテーション機能に

ついて「見える化」を進めます。 

 ○看護師や介護職員等が日常的により質の高い関わりが行えるよう、リハビリテーションの理

解や知識の習得を図ります。 

 ○県民の方の望む生活に向けたマネジメントが行われるよう、地域包括支援センターや地域の

居宅介護支援事業所がリハビリテーションの視点でマネジメントできるための相談支援体制

の整備を図ります。 

 ○認知症への早期対応が推進されるよう、リハビリテーションに関わる全ての職種を対象に、

認知症支援にかかる人材育成を進めます。 

 ○地域で取り組まれる介護予防に資する“集い（通い）の場”に対して、虚弱な高齢者も参加

できるよう、リハビリテーション専門職がアセスメントに関われる体制整備を進めます。 
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（４）地域リハビリテーション推進における目標指標 

～平成 29 年度（2017 年度）までの目標指標～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●リハビリテーション推進体制の構築に向けた取り組み 

 （二次保健医療圏域・三次保健医療圏域の機能強化） 

●身近な地域におけるリハビリテーション支援拠点の整備（19 市町） 

●リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の配置にかかる目標値

の明確化 

●地域リハビリテーションの中核を担う人材育成数（60 人） 

●滋賀県のリハビリテーション提供施設における「見える化」（60 病院） 

総合目標 

（小児期） 

●保育園、地域療育教室、学校等の“通いの場”にリハビリテーション専門職が関わっている

実態の把握 

 

（成人期） 

●障害のある人の”はたらく場”にリハビリテーション専門職が関わっている実態の把握 

 

（高齢期） 

●市町で取り組む”集い（通い）の場”等の介護予防（地域支援事業）に関わっているリハビ

リテーション専門職の実態の把握 

分野別目標 
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２ 医学的リハビリテーションの推進                           

（１）今後、増加が予測される疾患へのリハビリテーション 

 平成 37 年（2025 年）に増加が見込まれているがん、呼吸器・循環器疾患、認知症等に対す

る早期対応や予防の視点でのリハビリテーションの取り組みが必要です。 

 

ア がんに対するリハビリテーション                          

 現状と課題 

○手術・放射線治療・化学療法等の治療によって生じる合併症や機能障害に対して、治療前あ

るいは治療後早期からリハビリテーションを行うことで機能低下を最小限に抑え、早期回復

を図る取り組みが必要です。 

○県内のがん拠点病院およびがん診療支援病院等において、高度がん治療に対応したリハビリ

テーションが提供されるようリハビリテーション専門職の人材育成が必要です。 

○終末期・緩和ケアにおいて、機能障害だけでなく、心理面・社会面にも配慮した包括的なリ

ハビリテーションの普及啓発が必要です。 

○がんに対するリハビリテーションの取り組みについて、病院同士の情報共有を図るとともに、

取り組みの成果についても集積を行う必要があります。 

 

イ 呼吸器・循環器疾患に対するリハビリテーション                   

 現状と課題 

○慢性呼吸器疾患などにより、全身の活動能力が低下している方に対して、残された肺機能や

呼吸機能を最大限に使いながら全身運動を行い、呼吸機能の回復を図る医学的リハビリテー

ションの普及啓発が必要です。 

 ○より軽症な段階から早期に重症化予防を目的としたリハビリテーションが行われることが必

要です。 

 ○術前・術後の機能障害対して、患者が自己管理できるためのプログラムの提供などが必要で

す。 

 

ウ 認知症に対するリハビリテーション                         

現状と課題 

〇各自治体における認知症ケアパスの策定に伴い、早期発見・早期対応の医療サービスの構築

と専門的なリハビリテーションの提供が求められています。 

 〇認知症初期集中支援チームや認知症カフェ等、地域での支援体制においても、取り組みの普

及とともに、リハビリテーション専門職が関われる等の支援体制の強化が求められています。 

 ○認知機能の維持だけでなく、認知症の人やその家族の生活の維持・向上につながる医学的リ

ハビリテーションの取り組みを集積し、より効果的で効率的な支援のあり方について検討が

必要です。 

〇高齢期の患者は、入院中に認知症の悪化や行動・心理症状（BPSD）を発症することも少な

くなく、在宅復帰への大きな障壁となっています。一般病院勤務の医師、看護師をはじめと
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する医療従事者が認知症ケアについて理解し、適切な対応ができるよう研修等の取り組みが

必要です。 

 

がん、呼吸器・循環器疾患、認知症等の増加が予測される疾患への取り組みの方策 

 ○今後、増加が予測される疾患に対しては、効果的・効率的なリハビリテーションが提供され

るよう、新たなリハビリテーション手法を開拓するなど先駆的な医学的リハビリテーション

の実施を促進します。 

○必要なリハビリテーションの質、量がともに提供されるよう、研修等を通して人材育成を行

うとともに、早期から取り組めるよう、そのノウハウについての普及啓発を図ります。 
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（２）今後、質的向上が必要とされる疾患へのリハビリテーション 

ア 高次脳機能障害に対するリハビリテーション                     

現状と課題 

〇脳卒中や脳外傷等の受傷以後にみられる高次脳機能障害の診断・評価・訓練について、病院

ごとにその対応できる状況が異なります。 

〇県立リハビリテーションセンターは、高次脳機能障害の診断・評価・訓練を行っており、圏

域を問わず遠方から患者が通院している状況です。 

〇高次脳機能障害は、環境因子が社会生活への適応に大きく影響し、地域生活や社会参加の中

で問題が顕在化することが多い状況です。 

  

取り組みの方策 

○高次脳機能障害に対応し、日常生活や社会経済活動等と並行して支援できるよう外来リハビ

リテーションまたは通所リハビリテーション等の中間施設機能が必要です。 

〇また、高次脳機能障害のある方が利用する障害福祉サービス事業所や就業している一般企業

に対して、障害特性に応じた支援が行われるようリハビリテーション専門職のアセスメント

力を活かす支援体制が必要です。 

○高次脳機能障害の特性を理解し、活動や参加に向けた包括的な支援が行えるリハビリテーシ

ョン専門職を育成します。 

 

イ 神経難病に対するリハビリテーション                        

現状と課題 

〇神経難病の方に対しては、発症早期からの生活機能維持に向けた患者教育や、病状の進行に

伴う生活機能低下を予防するためのリハビリテーションの取り組みが必要です。 

〇神経難病の方に対する医学的リハビリテーションにおいて、より効果的な医学的リハビリテ

ーションや自分自身が取り組めるためのプログラムの開発等が必要です。 

 

取り組みの方策 

 ○神経難病の方がより良質な生活機能を維持できるよう、早期からのリハビリテーションの取

り組みを啓発します。 

 ○発症早期からの患者教育が行われるよう取り組みの推進を図ります。 

 ○地域で暮らす神経難病の方が、在宅生活や社会経済活動等を実施しながら、病期に応じたリ

ハビリテーションが実施できることや生活上の課題を相談できる取り組みの推進を図ります。 

 

ウ 脊髄損傷に対するリハビリテーション                        

現状と課題 

〇入院期間中に機能訓練や動作能力の獲得に向けた訓練を実施するとともに、障害の受け止め

方等の精神的側面に配慮しつつ、生活環境の整備等を行い、地域社会環境への早期適応を図

る取り組みが必要です。 
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〇入院期間中は合併症予防等の患者教育や社会体験等についての支援が十分に行われておらず、

退院後、社会復帰が遅れる状況にあります。 

 

取り組みの方策 

 ○脊髄損傷の方が、早期に社会参加が可能となるよう、合併症の管理が適切にされる医療提供

体制を構築する必要があります。 

○脊髄損傷の方の患者教育や社会生活を体験できる支援等について、県立リハビリテーション

センターとむれやま荘が一体となって支援できるよう体制整備を図ります。 

 

エ 低体重出生児に対する急性期リハビリテーション                   

現状と課題 

〇将来的な神経・運動発達への影響が懸念されますが、NICU（新生児集中治療室）を整備して

いる病院において、低体重出生児への急性期リハビリテーションの提供は極めて少ない状況

です。 

 

 

 

 

 

〇小児期に対する急性期からのリハビリテーションが実施されておらず、県立小児保健医療セ

ンター等の後方支援病院に転院してからリハビリテーションが実施されることが多い状況で

す。 

〇小児急性期のリハビリテーションに対応できるリハビリテーション処方医と、リハビリテー 

 ション専門職が少ない状況です。 

 

取り組みの方策 

 ○NICU のリハビリテーションが促進されるよう、対応できるリハビリテーション専門職の育

成を図ります。 

○NICU を整備している病院において、効果的なリハビリテーションが実施されるよう、モデ

ル的に早期リハビリテーション介入の取り組みを実践し、その事例について分析を行います。 

 

オ 小児期の障害に対する専門的リハビリテーション                   

現状と課題 

 ○県立小児保健医療センターでは、小児期分野における高度専門的な診療機能（小児神経科・

小児整形外科・小児眼科等）とリハビリテーション機能を担っています。 

○身近な地域の病院において、急変時の対応や、リハビリテーションに精通した取り組みが十

分に整備されていないため、県立小児保健医療センターから地域の病院につなぐための取り

組みが必要です。 

NICU（新生児集中治療室）を整備している病院 

大津赤十字病院、滋賀医科大学医学部附属病院、近江八幡市立総合医療センター、 

長浜赤十字病院、市立長浜病院（順不同） 
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○専門性が要求される小児疾患の対象が拡大しており、身近な地域で子どもが診療やリハビリ

テーションを継続的に受けられるように、病院間の連携体制の構築が求められています。 

○脳性まひ児に対する専門的な支援の理解が十分ではない現状があり、地域の療育教室等（児

童発達支援事業所）では、専門的見地からの支援が求められています。 

 

取り組みの方策 

 ○病院から地域まで継続した支援が実施されるよう、小児期の医療から福祉における情報提供

や連携のあり方について検討します。 

 ○身近な地域で生活場面を含めたリハビリテーションが行われるよう、小児診療体制およびリ

ハビリテーション提供体制の整備を図ります。 

○地域の病院において小児期におけるリハビリテーションの提供が拡充されるよう、小児専門

病院のリハビリテーション専門職による後方支援体制整備を図ります。 

 

カ 精神障害（発達障害や思春期精神障害）に対するリハビリテーション          

現状と課題 

 ○発達障害は問題が顕在化してくる就学前から早期に支援し、不適応体験を最小限にし、行動

障害などの二次障害を予防することが求められています。 

○発達障害を診断できる体制整備と、児童発達支援事業所の取り組みに対して、早期から医学

的リハビリテーションの視点で支援できるシステムの検討が必要です。 

○主に就学前の支援に携わっている県立小児保健医療センターと、就学中・就学後の支援に携

わっている県立精神医療センターにおいて、それぞれの役割や連携体制が明確でない状況で

す。 

 

取り組みの方策 

 ○発達障害の方に多い感覚障害や協調運動障害等に対するアセスメントや、機能向上に向けた

訓練、環境調整等について、より早期から関われるようその必要性の普及を推進します。 

 ○発達障害に対する専門的リハビリテーションの取り組みが促進されるようリハビリテーショ

ン専門職に向けた研修等、人材育成を行います。 

○就学前からライフステージに応じた継続的な支援が行われるよう小児専門病院と精神専門病

院が協働して、連携体制の構築を進めます。 
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 （３）先進技術を活用したリハビリテーション分野の開拓 

現状と課題 

○今後の人口減少社会の中で、より人的負担を軽減し、生活の質を向上させるためには、情報

技術やロボット工学等を活用する必要があります。 

○ICT を活用した情報発信や福祉用具にかかる相談を充実させるとともに、福祉用具のカスタ

マイズや改良を行う取り組みを強化する必要があります。 

 

取り組みの方針 

 ○在宅生活に向けた ICT の活用や最新のロボット技術の導入などが円滑に進むよう情報の収集

や発信を行います。 

 ○障害のある人や高齢者の新たな生活を創りだせるよう、先進技術を取り入れた福祉用具や義 

肢装具の取り組みを推進します。 
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３ リハビリテーション推進体制の整備                          

 平成 37 年（2025 年）の身近な地域におけるめざす姿を想定し、地域リハビリテーションの

推進、医学的リハビリテーションを推進するための体制整備として、①リハビリテーションセン

ターの機能を強化し、さらに関係機関との連携・協働を進めること、②地域リハビリテーション 

の中核を担う人材養成、および卒後教育の充実を図ること、③身近な日常生活圏域でリハビリテ

ーションに取り組むことができるための、二次保健医療圏域、三次保健医療圏域の支援体制の整

備を図ること、以上の 3 点について本計画期間の重点取り組み課題とします。 

 

（１）リハビリテーションセンターの機能について 

今後、病院における在院日数の短縮に伴い、地域における在宅診療体制の充実だけでなく、

リハビリテーションについても同様に急性期の充実が求められています。前述（3 章）のとお

り、今後のリハビリテーションセンターにおいては、県内唯一のリハビリテーション専門機関

として、保健・医療・職業・教育・社会等の様々なリハビリテーション分野に関わるとともに、

小児期から高齢期までの全てのライフステージに対応した取り組みを実践することが求められ

ています。また、これまで以上に質の高いリハビリテーション提供体制の構築を目指し、先駆

的な取り組みの実践や人材育成、行政施策に通じた活動などリハビリテーションの中枢機関を

担うための新たな体制整備が必要となります。 

 

ア 小児期から高齢期における新たなリハビリテーションニーズに対する地域支援機能    

  リハビリテーションセンターの地域支援は、市町や二次医療圏域を基本に考え、身近な地域

におけるリハビリテーション提供体制を構築するうえで、必要となる資源のモデル的な実践を

リハビリテーションセンターが地域ごとの主体と協働し行います。 

  また、今後、医学的リハビリテーションの推進が求められる対象疾患についても、地域への

移行がより質の高い次元で促進されるよう、専門的取り組みから得られた成果をもとにした研

修会や、連携を促進するための事例検討会を行うことなど、保健・医療・福祉分野を問わず地

域ごとのリハビリテーション支援の質の向上につながる取り組みを進めていきます。 

 

リハビリテーションセンターが行っている地域支援の現状 

・介護保険重症化予防事業 

・環境調整事業（福祉用具適性化事業） 

・二次障害予防事業（作業所支援） 

・就労支援事業 

・高次脳機能障害支援事業 

・難病支援事業 

・脊髄損傷者自立支援事業 
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今後、さらに求められている地域支援 

（健康状態） 

・予防リハビリの普及啓発 

・摂食嚥下障害に対する支援 

・糖尿病に対する支援 

・発達障害のある方への支援 

・産前産後の妊婦、胎児に対する支援 

（活動・参加） 

・保育園、幼稚園、学校への支援 

・通所介護事業所やケアマネジャーのアセスメント、マネジメント支援 

・余暇活動、障害者スポーツへの支援 

 

イ 障害者の社会生活に向けた支援機能                         

高次脳機能障害や脊髄損傷等については専門診療や専門的な医学的リハビリテーションの

提供が必要となりますが、医療のみではなく障害者総合支援制度にかかる支援機能と合わせ

て整備することが必要です。 

このため、働くことなどの社会生活の構築に向けた支援を行う一方で、必要に応じて外来

（通所）機能や一時的な入院（入所）機能など医学的リハビリテーションが提供できる体制

について再検討・再整備を図り、地域の障害福祉サービス事業所や障害者団体等との協働活

動等をさらに進めます。 

  

 ウ 療育支援機能                                   

   障害のある子どもが身近な地域で可能な限り、療育支援を受けられる仕組みが必要となり

ますが、医療から地域生活に向けた切れ目のないリハビリテーション支援の提供体制が重要

となります。 

   そのため、地域療育の専門性の向上を目指し、児童発達支援事業所や放課後等デイサービ

ス事業所等と医学的リハビリテーションの視点を取り入れた支援体制を推進します。 

 

 エ テクノエイドセンター機能（ICT・ロボット技術支援機能）              

   今後、身近な地域で多様な活動や参加を支援するためには、リハビリテーション分野にお

いても情報技術やロボット工学など、新たな技術に対する実践を通じた普及と活用が求めら

れています。 

   このため、新たな技術や製品について、情報の収集や発信を行い、リハビリテーション分

野における試行的取り組みや効果検証を行い、より効果的な技術や手法について県域におけ

る普及を促進します。 

また、身近な地域のリハビリテーション提供体制において、住環境や地域のバリアフリー

状況を評価・把握することが必要であり、必要に応じて改善に向けた提案や地域特性に応じ

た環境調整支援を促進します。  
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 オ 総合的なリハビリテーション支援にかかる人材育成機能                

   総合的なリハビリテーション支援を行うためには、保健・医療・職業・教育・社会等の様々

な分野の多様な職種や支援者との連携が必要となるため、その職種間において、リハビリテ

ーション支援にかかる基本的な理解や知識の習得を図ることが必要です。また、リハビリテ

ーション専門職については、地域ごとのリハビリテーション支援の中核を担う責務があるこ

とを自覚し、その専門性にかかる知識・技術の習得とさらなる向上に向けた研鑽が求められ

ています。 

   そのためには、リハビリテーション支援に関わる多様な支援者に対する研修機会等を圏域

ごとの実情に応じて取り組み、支援体制の構築につなげていく必要があります。また、リハ

ビリテーション専門職に対する人材育成については、各職能団体と協議し、取り組みの目指

すべき方向性を共通理解したうえで、系統だった研修システムの構築を進めていきます。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメント マネジメント 

○視点１：他領域の知識 

○視点２：今後増大する領域の専門知識 

○視点３：研究機能の重要性 

○視点４：総合的知識の習得 

●４つの視点による養成の必要 

●生活機能状態の調査・把握 ●生活機能の向上のための支援調整 

●患者・利用者の行動理解 

●福祉用具、介護ロボット等の活用 

情報学 

心理学 

●ＩＴの活用 
  

工学 

プラス 

＋ 

PT・OT として

の専門的知識 

●新たな人材養成のための調査・養成システムの検討 

●卒後の研修システムの構築 

目指すべきリハビリテーション専門職像 

これまで 
これから 
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 カ リハビリテーション支援にかかるシンクタンク機能                  

   新しい総合リハビリテーションセンターは、県内唯一のリハビリテーション専門機関とし

て、前述した新たなニーズに対する地域支援等を通じて支援事例の分析を行い、効果的な実

践手法や関連する制度情報等、リハビリテーションにかかるノウハウを蓄積し、圏域に還元

していくことが求められています。 

   そのためには、圏域ごとにリハビリテーション提供体制の構築に向けた目標を据えるとと

もに、その提供体制の評価を詳細に行う必要があります。また、リハビリテーションセンタ

ーがこれまで行ってきた地域支援活動をさらに活発・多様に取り組む必要性と、その取り組

みの成果や制度情報などあらゆる情報を整理し、政策立案につながる提言や情報提供を行え

るシンクタンク機能としての位置付けを明確にする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域リハビリテーション提供体制の評価 

・患者およびリハビリテーション支援が必要な人の実態調査 

・リハビリテーションにかかる資源調査 

 （医療資源の評価、介護サービスのリハ機能評価、リハサービスの利用動向、 

地域の障害者環境の評価、市町村の介護予防事業実施状況、制度間の連携等） 

② 県民意識調査 

③ リハビリテーションにかかる国・世界の動向調査 

④ リハビリテーションにかかる全国の取り組み状況の調査 

⑤ 調査に基づく政策立案・提言 

⑥ 調査結果、政策立案に基づくモデル事業の実施 

⑦ 政策立案に必要な経費や経済効果の試算 

⑧ 先端医療におけるリハビリテーションの役割 

リハビリテーションにかかるシンクタンク機能として考えられる項目 
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（２）地域リハビリテーションの中核を担うリハビリテーション専門職の人材養成お

よび卒後教育について 

 ア 人材養成の基本的考え方                              

地域リハビリテーションに対する社会的要請の高まりに応えるため、平成 37 年（2025 年）

に向けて地域リハビリテーションに携わるリハビリテーション専門職の人材を計画的に養成す

ることが課題となっています。高齢者や障害のある人などが家庭や住み慣れた地域で自立して

生活できる社会を実現するため、地域のリハビリテーション支援の中核を担う責務を主体的に

実践できる人材の養成を目指す必要があります。 

リハビリテーションの本質は、身体機能等が低下または制限されている状況にあって、いか

にその人らしく生きるか、生活の質や生命の質を高めていくことにあります。人材養成に当た

っては、このリハビリテーションの本質を常に根本に据えて教育を行うことを基本に考えます。 

また、こうした人材養成は、現に資格取得を目指す者に対して養成学校における教育を通じ

て行うだけでなく、すでに業務に従事している有資格者に対しても併せて資質向上を図ること

が必要であると考えられます。具体的な教育プログラムの作成に当たっては、職種ごとに求め

られる人材像を明確にし、それぞれの特性・能力を引き出すものとなるよう配慮するものとし

ます。  

 

 イ 養成する人材像と目標数                              

人材像 

高齢者や障害を持った人等が家庭や住み慣れた地域で自立して生活できることを目指す地域

リハビリテーションにおいては、医療・保健・福祉等の関係機関・関係者等が連携して総合的

なサポートを行うことが求められます。 

その中で、リハビリテーション専門職は、基本的な知識・技能を前提として、各人の生活環

境や仕事、家庭や地域での役割、趣味等に即し、家庭や地域でその人らしく生活できるよう、

リハビリテーションの視点からアセスメントやマネジメントを行う役割が期待されています。 

対象者に対する全人的なサポートを可能とするために、共に地域リハビリテーションを担う

他職種の知識・技能を理解し、自らの知識・技能と他職種の知識・技能とをうまく連携させて

課題解決を図る意識や調整能力を身につけることも望まれます。 

主体的にかつ総合的に地域リハビリテーションを実践できるリハビリテーション専門職とし

て、これらの資質を持った人材を養成することを目標とします。 
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目標数 

 養成を目指すリハビリテーション専門職は、前述したとおり他職種と連携し、複合的な知識・

技術を生かしてリハビリテーションの視点からのマネジメントやアセスメントを行う地域リハビ

リテーションの中核を担う人材（病院におけるリハビリテーションから在宅等におけるリハビリ

テーションに至るまでのスーパーバイザー）であり、直接各療法を対象者実施することを主な役

割とするものではありません。 

 このため、「住み慣れた地域」にこうした人材を配置できるよう、人口２万人から２万５ 

千人当たり１人に相当する合計 60 人の養成を目標とします。（例えば、各市町や広域的に支援

する二次保健医療圏域において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置することなどが考

えられますが、具体的には今後の滋賀県の地域リハビリテーションのあり方によって左右されま

す。）具体的な配置数については、本計画期間中に具体化することとします。 

 

ウ 人材養成の進め方                                 

  人材養成にあたっては、いくつかの方法を組み合わせるなど、今後の本県のリハビリテーシ

ョンのあり方をはじめコストや時間的制限などを総合的に勘案して決定する必要があります。 

  そのためには、リハビリテーション専門職の 4 年生教育課程の創設や講習会・施設間ローテ

ーションによる実践研修等、地域のリハビリテーションの中核を担う人材の養成と卒後教育に

ついて認証制度や大学院等の設置等、具体的な検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------ｰ 

※人材養成は、養成校等における卒前教育を意味し、人材育成は卒後教育を意味しています。 

 

・リハビリテーション専門職に求められる基本的な知識・技能に加えて、地域リハビリテーシ

ョンを実践するために必要な知識・技能を身につけている 

・各人の生活環境や仕事、家庭や地域での役割、趣味等を考慮して、リハビリテーションの視

点からアセスメントやマネジメントを行うことができる 

・地域リハビリテーションを共に担う他職種と連携して課題解決を図る意識と調整能力を身に

つけている 

地域リハビリテーションの中核を担う人材像 
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（３）身近な地域におけるリハビリテーション提供体制について 

リハビリテーションの取り組みについては、子どもから高齢者まで全てのライフステージにお

いて、これまで以上に社会参加を視野に入れた展開が求められています。身近な地域において、

その人らしい暮らしの再構築を実現するためには、市町が主体となって取り組みがすすめられる

よう、保健・医療・教育・職業・社会等の様々な分野の取り組みが継続的に提供される仕組みが

必要です。 

 そのためには、身近な地域で子どもから高齢者まであらゆるライフステージにおいて、取り組

みが促進されるよう市町（一次保健医療圏域）におけるリハビリテーション支援拠点の整備を行

うとともに、圏域（二次保健医療圏域）・県域（三次保健医療圏域）におけるリハビリテーション

支援体制の役割を明確にし、取り組みを進めていく必要があります。 

あわせて、高齢者や障害のある人の社会参加を通じて、地域住民が互いに支えある活動を育成

支援できるよう、地域住民を含めた総合的な地域づくりにつながる取り組みとして進めていく必

要があります。 

 

 

 

リハビリテーション推進体制の整備 
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ア 市町（一次保健医療圏域）の役割 

① 総合相談窓口の設置 

② 社会参加や日常生活にかかる情報把握と支援の総合調整 

③ 自立支援型の地域ケア会議やサービス調整会議等を活用した総合的な地域調整 

④ 地域の関係機関や施設等との連絡調整や活動支援 

⑤ 福祉サービスの支給決定 

⑥ 地域リハビリテーション推進のための施策化 

⑦ 日常生活圏域におけるリハビリテーション支援拠点の整備 

⑧ 地域リハビリテーション検討会議の開催 

  

イ リハビリテーション支援拠点（地域包括支援センター等）の役割 

① 地域で行われる健康教室や住民主体のサロン等を通じて、リハビリテーションに関する

相談対応 

② 看護師や介護職員等などの地域リハビリテーション従事者に対する実地支援 

③ 介護予防や介護保険サービス、児童発達支援事業所や障害福祉サービス等の地域リハビ

リテーション実施機関に対するアセスメントやマネジメント等の支援 

 

ウ 圏域（二次保健医療圏域）の役割 

① 地域包括ケアシステムの構築に向けて、急性期から維持期まで途切れのないリハビリテ

ーション支援体制を構築し、市町や地域包括支援センター等の後方支援を行う。 

② 市町や地域包括支援センター等のリハビリテーションにかかる取り組みの評価を行うと

ともに、圏域特性に応じた必要な取り組みについて協働実践を行う 

③ 地域リハビリテーションにかかる情報共有と情報発信、圏域内のネットワークづくりに

必要な支援 

④ 地域医師会、病院、福祉施設、市町や圏域等の地域リハビリテーション関連機関・施設・

団体との連絡調整 

⑤ 地域のリハビリテーションニーズを把握するための実態調査や、市町や地域包括支援セ

ンター等との実践活動の研究 

⑥ 地域リハビリテーション推進会議の開催 

 

エ 県域（三次保健医療圏域）の役割 

  県内のリハビリテーションにかかる三次機関は、これまで異なる組織のもとで活動を展開し

てきました。前述のとおり、県下全域を対象としたリハビリテーションの機能の充実が必要で

あり、新しい総合リハビリテーションセンターの構築に向けた検討が必要です。また、そのた

めには、子どもから高齢者、障害者施策、高齢者施策等を網羅できる横断的な庁内組織体制の

構築についても検討を具体的に進めます。 
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用語解説 

あ行 

維持期 

生活の中で心身の機能維持や、再発予防を目的にリハビリテーションに取り組む時期。 

 

アセスメント 

 対象者自身の健康状態や、取り巻く環境要因などを客観的に勘案し、解決すべき課題を把握す 

ること。 

 

か行 

介護予防・日常生活総合支援事業 

 地域支援事業において、要支援者、2 次予防事業対象者等に対して、介護予防や配食・見守り 

等の生活支援サービス 

 

介護老人福祉施設 

 特別養護老人ホームとも呼ばれる。原則 65 歳以上の高齢者の要介護者に対して介護保険サー 

ビスを行う施設。 

 

介護老人保健施設 

 病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下にお 

ける介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行う施設。 

 

回復期 

 病状不安定な急性期を脱し、日常生活動作の再獲得など生活構築に取り組む時期。 

 

急性期 

 病状が不安定な時期で、病気の治療や全身管理が必要な時期。 

 

言語聴覚士 

 音声・言語・聴覚等のコミュニケーションにかかる機能や、摂食・嚥下にかかる機能に問題が 

ある人に対して、必要な検査や助言・指導を行うリハビリテーション専門職です。 

 

さ行 

作業療法士 

 身体又は精神に障害のある人、またはそれが予測される人に対し、その主体的な生活の獲得を 

図るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を用いて、治療、指導及び援助を行うリ 

ハビリテーション専門職です。 



 

- 50 - 
 

シンクタンク 

 幅広い分野における課題について、調査を行い、研究を進め、そして報告書にまとめることな 

どを業務とする総合研究所 

 

た行 

地域包括支援センター 

 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が中心となり、①介護予防に関するマネジメント、 

②高齢者への総合的な相談支援および権利擁護、③包括的・継続的なケアマネジメント支援とい 

った、地域において主に高齢者に対して多面的な支援を行う機関。 

 

地域連携クリティカルパス 

 病気が発症した際に治療を行う「急性期病院」から集中的なリハビリをする「回復期病院」を 

経て、生活機能維持のためのリハビリをする「維持期病院・施設」まで、切れ目のない治療がで 

き、早期に自宅に戻れるよう地域全体の関係機関が協働で作成する診療計画表。 

 

ま行 

マネジメント 

 アセスメントで得られた情報をもとに、目標を設定し、計画を作成し、必要な時期・期間・支 

援内容を決め、適切に支援が行われるよう管理すること。 

 

ら行 

理学療法士 

 ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力 

（座る、立つ、歩くなど）の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療 

法（温熱、電気等の物理手手段を治療目的に利用するもの）などを用いて支援するリハビリテー 

ション専門職です。 

 

Ａ～Ｚ 

ICF（International Classification of Functioning,Disability and Healty） 

 2001 年に WHO（世界保健機構）で採択された機能障害と社会的不利に関する分野のこと。 

ICF では、人間の生活機能と障害について、「心身機能」「身体構造」「活動と参加」「環境因子」 

など、約 1,500 項目に分類している。 

 

ICT：アイ・シ－・ティー（Information and Communication Technology） 

 コンピューターやネットワークに関連する諸分野における情報通信技術の総称。 

 

 

 



 

- 51 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県リハビリテーション推進計画 

平成 27年 3 月 17 日 

 

発行  滋賀県健康医療福祉部健康医療課 

〒520-8577 

大津市京町四丁目 1-1 

TEL 077-528-3615 

FAX 077-528-4857 


